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(57)【要約】
【課題】本発明は、視野角が狭くなることを抑制しつつ
正面方向の輝度を向上させ、薄型にすることが可能であ
り、さらに色ずれの発生を抑制することが可能な有機エ
レクトロルミネッセンスパネルを提供することを主目的
とする。
【解決手段】本発明は、基板と、上記基板上に形成され
た第１電極層と、上記第１電極層上に形成され、複数の
発光部が平面的に配列された発光層と、上記発光部の間
に配置されたプリズムと、上記発光層上に形成された第
２電極層とを有する有機エレクトロルミネッセンスパネ
ルであって、上記プリズムの側面と上記第１電極層の表
面とのなす傾斜角度が９０°未満であることを特徴とす
る有機エレクトロルミネッセンスパネルを提供すること
により上記課題を解決するものである。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板上に形成された第１電極層と、前記第１電極層上に形成され、複数の
発光部が平面的に配列された発光層と、前記発光部の間に配置されたプリズムと、前記発
光層上に形成された第２電極層とを有する有機エレクトロルミネッセンスパネルであって
、
　前記プリズムの側面と前記第１電極層の表面とのなす傾斜角度が９０°未満であること
を特徴とする有機エレクトロルミネッセンスパネル。
【請求項２】
　前記プリズムにおける側面の前記傾斜角度が、対応する前記発光部毎に異なることを特
徴とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンスパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリズムを備えた有機エレクトロルミネッセンスパネルに関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンスパネルは、有機ＥＬ素子を発光素子として備えるもので
あり、表示装置、照明装置、光源などの各種用途に利用が可能な自発光型パネルである。
なお、エレクトロルミネッセンスをＥＬと略すことがある。
【０００３】
　このような有機ＥＬパネルは、自己発色により視認性が高いこと、液晶表示パネルと異
なり全固体ディスプレイであるため耐衝撃性に優れていること、応答速度が速いこと、温
度変化による影響が少ないこと、および視野角が広いこと等の利点を有することから注目
を集めている。
【０００４】
　しかしながら、有機ＥＬパネルは、視野角が広い反面、正面方向の輝度が低く、その両
立が課題とされている。
　有機ＥＬパネルの正面方向の輝度が低いのは、有機ＥＬ素子の発光に指向性がないため
有機ＥＬパネル内を伝播する際、基板、電極、有機層、空気等の屈折率の異なる媒質の界
面で反射や屈折が生じ、光損失となるからである。例えば、有機ＥＬ素子の発光のうち、
媒質の屈折率によって決まる臨界角よりも大きい入射角を有する光は、屈折率の異なる媒
質の界面で全反射し、層内部に閉じ込められて、多重反射を繰り返した後、端部から放出
されるか減衰して消失する。
【０００５】
　そこで、有機ＥＬパネルの正面方向の輝度を向上する方法として、種々の検討がなされ
ている。例えば、特許文献１および特許文献２では、有機ＥＬ素子の観察側にプリズムを
設けることが提案されている。このように有機ＥＬ素子の観察側にプリズム等の光学素子
を設けると、光学素子による屈折効果によって有機ＥＬ素子からの光が集光され外部に取
り出されるため、光取り出し効率を向上させることができ、正面方向の輝度を高めること
ができる。
【０００６】
　また、特許文献３には、発光層および色変換層を有する有機ＥＬ素子において、有機Ｅ
Ｌ素子の観察側にマイクロキャビティを設けることが提案されている。マイクロキャビテ
ィによって発光層からの励起光を反射させ色変換層に戻すことで、発光効率を向上させ、
正面方向の輝度を高めることができる。
　さらに、特許文献４には、立体画像を表示する表示装置において、有機ＥＬ素子の観察
側にプリズムやレンチキュラーレンズを設けることが提案されている。プリズムやレンチ
キュラーレンズによって有機ＥＬ素子からの光を屈折させることで、指向性を高めること
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ができる。
【０００７】
　しかしながら、従来では、特許文献１～４に記載されているように、有機ＥＬパネルの
外側に光学素子が配置されるため、有機ＥＬ素子と光学素子との距離が遠く、光学素子に
よる効果が十分に得られない場合があり、正面方向の輝度には改善の余地がある。
　また、有機ＥＬパネルの外側に光学素子が配置されると、有機ＥＬパネルが厚くなって
しまい、有機ＥＬパネルの用途が限定されてしまう。
【０００８】
　ところで、近年、有機ＥＬパネルの画面上に、画面に触れることで操作することが可能
なタッチパネルを装着することが広く行われている。
　有機ＥＬパネルが封止材側から光を取り出すトップエミッション型有機ＥＬパネルであ
る場合、タッチパネルは、有機ＥＬパネルにおける封止材側、すなわち有機ＥＬパネルの
観察側の最表面に設けられる。そのため、特許文献１～４のように、有機ＥＬパネルの観
察側に光学素子を有する場合には、タッチパネルは有機ＥＬパネルにおける光学素子上に
配置される。この際、光学素子の凹凸面が有機ＥＬパネルの観察側を向くように配置され
ていると、タッチパネルを光学素子の凹凸面に直に形成することが困難であるため、光学
素子とタッチパネルとの間に更に別の層を設けるか、またはタッチパネルを接着剤等を介
して貼付する必要がある。
　しかしながら、光学素子とタッチパネルとの間に更に別の層を設けたり、タッチパネル
を接着剤等を介して添付したりすると、積層される層が増えることによって有機ＥＬパネ
ルが厚くなってしまい、有機ＥＬパネルの用途が限定されてしまうといった問題がある。
また、タッチパネルを貼付する場合には、タッチパネルを別途形成する必要があるため製
造工程が煩雑となるといった問題がある。
【０００９】
　さらに、上述した問題点に加え、有機ＥＬパネルを表示装置等に適用した際に、正面方
向からの光の位相差と斜め方向からの光の位相差とが異なることによって、斜め方向から
見たときの画面に色ずれが発生してしまうといった問題ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００７－２５５４６号公報
【特許文献２】特開２００９－１５８１８１号公報
【特許文献３】特開２００７－２０７６３３号公報
【特許文献４】特開２０１０－１１７３９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、視野角が狭くなることを抑制しつつ
正面方向の輝度を向上させ、薄型にすることが可能であり、さらに色ずれの発生を抑制す
ることが可能な有機エレクトロルミネッセンスパネルを提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、基板と、上記基板上に形成された第１電極層と、上記第１電極層上に形成さ
れ、複数の発光部が平面的に配列された発光層と、上記発光部の間に配置されたプリズム
と、上記発光層上に形成された第２電極層とを有する有機エレクトロルミネッセンスパネ
ルであって、上記プリズムの側面と上記第１電極層の表面とのなす傾斜角度が９０°未満
であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンスパネルを提供する。
【００１３】
　本発明によれば、上記発光部の間に上記プリズムが配置されていることにより、上記発
光部から放射された光の一部が、所定の傾斜角度で形成された側面で反射し、上記有機Ｅ
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Ｌパネルの正面方向の輝度を向上させることができる。また、上記発光部から放射された
光の一部には、上記プリズム内に入射し、入射面と対向する面側から出射する光や、上記
プリズムに入射しない光もあり、このような光が、上記有機ＥＬパネルの視野角を概ね維
持するため、視野角が狭くなることを抑制しつつ、正面方向の輝度の向上を実現すること
が可能な有機ＥＬパネルにすることができる。
　また、本発明の有機ＥＬパネルは、上記発光部の間に上記プリズムが配置されている、
すなわち複数の発光部が平面的に配列された発光層と、上記プリズムとを、約一層分の厚
みで設計することができるため、有機ＥＬパネルを薄くすることができる。
　さらに、上記発光部の間に上記プリズムが配置されていることにより、上記各発光部に
対応する上記プリズムを個々に配置することができるため、上記各発光部が有する発光色
に応じて上記プリズムの形状や大きさ、位置等を調整することが可能である。その結果、
本発明においては、本発明の有機ＥＬパネルの正面方向へ反射させる光の量を調整するこ
とができ、これにより、上記有機ＥＬパネルの色調を調整することができるので、有機Ｅ
Ｌパネルをタッチパネル等に適用した際に生じる色ずれの発生を抑制することができる。
【００１４】
　本発明においては、上記プリズムにおける側面の上記傾斜角度が、対応する上記発光部
毎に異なることが好ましい。対応する上記発光部に応じて上記プリズムの側面の傾斜角度
を調整することにより、所定の傾斜角度で形成された上記プリズムの側面で反射させて、
本発明の有機ＥＬパネルの正面方向へ出射させる光の量をより高精度に調整することがで
き、高品質な有機ＥＬパネルにすることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明においては、正面方向の輝度を向上させると共に視野角が狭くなることを抑制し
つつ、薄型にすることが可能であり、さらに色ずれの発生を抑制することが可能な有機エ
レクトロルミネッセンスパネルを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の有機ＥＬパネルの一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明の有機ＥＬパネルを説明する概略模式図である。
【図３】本発明におけるプリズムの一例を示す概略断面図である。
【図４】本発明の有機ＥＬパネルの他の例を示す概略図である。
【図５】本発明の有機ＥＬパネルの他の例を示す概略図である。
【図６】本発明の有機ＥＬパネルの他の例を示す概略図である。
【図７】本発明におけるプリズムの他の例を示す概略図である。
【図８】本発明の有機ＥＬパネルの他の例を示す概略斜視図である。
【図９】本発明におけるプリズムの他の例を示す概略断面図である。
【図１０】本発明の有機ＥＬパネルの他の例を示す概略断面図である。
【図１１】本発明におけるプリズムの他の例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の有機ＥＬパネルについて詳細に説明する。
【００１８】
　本発明の有機ＥＬパネルは、基板と、上記基板上に形成された第１電極層と、上記第１
電極層上に形成され、複数の発光部が平面的に配列された発光層と、上記発光部の間に配
置されたプリズムと、上記発光層上に形成された第２電極層とを有する有機エレクトロル
ミネッセンスパネルであって、上記プリズムの側面と上記第１電極層の表面とのなす傾斜
角度が９０°未満であることを特徴とするものである。
【００１９】
　本発明の有機ＥＬパネルについて、図面を参照しながら説明する。
　図１は、本発明の有機ＥＬパネルの一例を示す概略断面図である。図１に例示するよう
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に、本発明の有機ＥＬパネル１は、基板２上に形成された第１電極層３と、上記第１電極
層３上に形成され、発光色が異なる発光部４ａ、４ｂおよび４ｃが平面的に配列された発
光層４と、上記発光層４における上記発光部４ａ、４ｂおよび４ｃの間に配置されたプリ
ズム５と、上記発光層４上に形成された第２電極層６と、上記第２電極層６上に形成され
た封止材７とを有している。上記プリズム５の側面は上記第１電極層３表面に対して傾斜
しており、上記プリズム５の側面と上記第１電極層３表面とのなす傾斜角度θは９０°未
満になっている。
【００２０】
　このような有機ＥＬパネルにおいては、上記各発光部の間に上記プリズムが配置されて
いることにより、上記発光部から放射された光の一部が、所定の傾斜角度で形成された上
記プリズムの側面で反射し、反射した光が上記有機ＥＬパネルの正面方向である封止材側
から出射されるため、上記有機ＥＬパネルの正面方向の輝度を向上させることができる。
また、上記発光部から放射された光の一部には、上記プリズム内に入射し、入射面と対向
する面側から出射する光や、上記プリズムに入射しない光もあり、このような光が、上記
有機ＥＬパネルの視野角を概ね維持するため、視野角が狭くなることを抑制しつつ、正面
方向の輝度の向上を実現することが可能な有機ＥＬパネルにすることができる。
　また、本発明においては、従来のように封止材の外側にプリズムを配置するのではなく
、発光部の間にプリズムを配置するので、発光層とプリズムとの距離を近くすることがで
き、正面方向の輝度をより向上させることができる。
【００２１】
　また、本発明の有機ＥＬパネルは、上記各発光部の間に上記プリズムが配置されている
、すなわち複数の発光部が平面的に配列された発光層と、上記プリズムとを有する層を、
約一層分の厚みで設計することができるため、有機ＥＬパネルを薄くすることができる。
したがって、薄型が要求される用途にも好適に用いることができる。
【００２２】
　さらに、上記各発光部の間に上記プリズムが配置されていることにより、上記各発光部
に対応する上記プリズムを個々に配置することができるため、上記各発光部が有する発光
色に応じて上記プリズムの形状や大きさ、位置等を調整することが可能である。その結果
、本発明においては、本発明の有機ＥＬパネルの正面方向に反射させる光の量を調整する
ことができ、これにより、上記有機ＥＬパネルの色調を調整することができるので、有機
ＥＬパネルを表示装置に適用した際に生じる色ずれの発生を抑制することができる。
【００２３】
　以下、本発明の有機ＥＬパネルにおける各構成について説明する。
【００２４】
　１．プリズム
　本発明におけるプリズムは、発光部の間に配置されるものであり、プリズムの側面と第
１電極層の表面とのなす傾斜角度が９０°未満であるものである。
【００２５】
　（１）形状
　本発明におけるプリズムの形状としては、プリズムの側面とが第１電極層の表面とのな
す傾斜角度が９０°未満になるものであれば特に限定されるものではない。
　ここで、プリズムの側面に対する光の入射角と反射角は同じになることから、プリズム
の側面の傾斜角度が９０°であると、プリズムの側面での反射前後で、基板に対する光の
進行方向の角度が同じになってしまう。したがって本発明においては、プリズムの側面の
傾斜角度を９０°未満にしている。
　なお、上記プリズムの側面の傾斜角度とは、図２に例示するような第１電極層３の表面
とプリズム５の側面とのなす角度θを指す。
【００２６】
　上記傾斜角度としては、図２に示すように、発光部４ａから放射された光の一部ｈ１が
上記プリズム５の側面で反射し、反射した反射光ｈ２が、有機ＥＬパネル１の光の出射面
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である封止材７側から出射することによって、本発明の有機ＥＬパネルの正面方向の輝度
が向上する程度の傾斜角度であればよい。
　また、上記傾斜角度については、上記プリズムの材料や上記プリズムとその周囲との屈
折率に応じて適宜調整される。ここでの周囲とは、例えば、本発明の有機ＥＬパネルが中
空構造である場合には基板および封止材の間に封入されている空気等を指し、固体封止の
場合には基板および封止材の間に充填されている充填材を指す。
　具体的には、上記プリズムの傾斜した側面に対する光の入射角が大きくなると、反射率
が大きくなる。すなわち、上記傾斜角度を小さくする程、上記プリズムの傾斜した側面に
入射する光の入射角が大きくため、反射率を大きくすることができ、これにより、本発明
の有機ＥＬパネルの正面方向の輝度を向上させることができる。
　また、プリズムの屈折率がプリズムの周囲の屈折率よりも小さい場合には、プリズムの
側面で全反射が起こり得る。この場合、具体的には、上記プリズムの傾斜した側面に対す
る光の入射角が、上記プリズムとその周囲との屈折率によって定まった臨界角よりも大き
いと、その光は上記プリズムの傾斜した側面によって全反射する。すなわち、上記傾斜角
度を小さくする程、上記プリズムの傾斜した側面に入射する光の入射角が大きくなるため
、上記発光部から放射された光の一部を全反射させやすくすることができ、これにより、
本発明の有機ＥＬパネルの正面方向の輝度を向上させることができる。
　このことから、本発明におけるプリズムの側面の傾斜角度としては、通常は９０°未満
であるが、例えば、６０°～８５°の範囲内であることが好ましく、中でも６５°～８０
°の範囲内であることが好ましく、特に７０°～７５°の範囲内であることが好ましい。
　本発明におけるプリズムの側面の傾斜角度が上記範囲内であることにより、上記有機Ｅ
Ｌパネルの正面方向の輝度を効率的に向上させることができる。
　なお、プリズムの側面の傾斜角度とは、上述したとおり、図２に例示するような第１電
極層３の表面とプリズム５の側面とのなす角度θを指すものである。上記傾斜角度は、株
式会社ＵＬＶＡＣの触針式表面形状測定器Ｄｅｋｔａｋを用いて２次元形状を計測するこ
とで、測定することができる。
【００２７】
　また、本発明におけるプリズムの側面としては、通常平面であるが、本発明においては
、上記プリズムの側面が曲面である場合もあり得る。この場合には、その曲面上の接線の
うち、いずれかの接線の傾斜角度が９０°未満であればよい。なお、曲面の接線の傾斜角
度とは、第１電極層３の表面と曲面の接線とのなす角度をいう。
　本発明におけるプリズムの側面の曲率半径は、上述したプリズムの側面の傾斜角度と同
様に、上記プリズムの材料や上記プリズムとその周囲との屈折率に応じて適宜調整される
ものであるが、例えば、１０μｍ～１０００μｍの範囲内であることが好ましく、中でも
１００μｍ～８００μｍの範囲内であることが好ましく、特に２００μｍ～６００μｍの
範囲内であることが好ましい。
　なお、曲率半径とは、曲線の曲がり具合を、その曲線の曲がり具合に相当する円の半径
として表した値であり、曲率の逆数である。本発明における曲率半径は、図３（ｄ）にお
けるｒ１に相当する。
【００２８】
　このように、本発明におけるプリズムの形状としては、プリズムの側面と第１電極層の
表面とのなす傾斜角度が９０°未満になるものであれば特に限定されるものではないが、
例えば、上記プリズムの縦断面形状としては、図１および図３（ａ）に示す三角形や図３
（ｂ）に示す台形等が挙げられる。また、上記プリズムの縦断面形状が三角形や台形であ
る場合、例えば、図３（ｃ）に示すように上記プリズムの側面の角度が段階的に変化して
いてもよく、または図３（ｄ）に示すように曲面であってもよい。
　なお、上記プリズムの縦断面形状としては、例えば、図３（ａ）～（ｃ）のプリズム５
における側面の傾斜角度θ１およびθ２、または図３（ｄ）のプリズム５における側面の
左右の曲率半径が同じ大きさであってもよく、あるいは異なる大きさであってもよい。す
なわち、上記プリズムの縦断面形状としては、左右対称であってもよく、あるいは左右非
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対称であってもよい。上記プリズムの縦断面形状が左右対称である場合には、上記プリズ
ムの設計および製造が容易となり、一方、上記プリズムの縦断面形状が左右非対称である
場合には、上記プリズムの側面に隣接する各発光部の発光色等に応じて傾斜角度や曲率半
径、形状等を調整することができるので、上記プリズムの側面で反射させる光量を自由に
調整することができる。これにより、本発明の有機ＥＬパネルを表示装置に用いた際に、
斜め方向から見たときの画面の色味が変化してしまうといった色ずれの発生を抑制し、高
品質な有機ＥＬパネルにすることが可能となる。
【００２９】
　上記プリズムの横断面形状としては、プリズムを発光部の間に配置することができる形
状であれば特に限定されるものではなく、プリズムの配置等に応じて適宜選択することが
できる。例えば、図４、図５、図６および図７に示すように上記プリズム５が複数の発光
部４ａ、４ｂおよび４ｃの間に個々に形成されている場合には、上記プリズムの横断面形
状としては、三角形、四角形等の多角形や円形等が挙げられる。また、図８に示すように
、上記プリズム５が連続的に形成されている場合における上記プリズム５の横断面形状と
しては、長方形や楕円形等が挙げられる。
【００３０】
　このように、本発明においては、上記プリズムの形状を自由に設計することが可能であ
るが、上記プリズムが各発光部に対応して個々に形成されていることが好ましい。
　なお、図４から図８までに示す本発明の有機ＥＬパネルの説明していない符号について
は、図１と同様とすることができるので、ここでの説明は省略する。
【００３１】
　さらに、上述した縦断面形状とは、四角錐プリズムを示した図９（ａ）および三角プリ
ズムを示した図９（ｂ）において、破線Ｂで示した断面形状を指し、横断面形状とは、破
線Ｃで示した断面形状を指す。
【００３２】
　本発明に用いられるプリズムの高さとしては、上記プリズムの側面と第１電極層の表面
とのなす傾斜角度を９０°未満にすることができる高さであれば特に限定されるものでは
なく、上記プリズムの形状や材料等に応じて適宜調整されるものである。
　一般的には、上記プリズムの高さを高くする程、上記プリズムの側面の傾斜角度が大き
くなる。
　一方、上記プリズムの高さを低くする程、上記プリズムの側面の傾斜角度は小さくなる
。この場合、上記プリズムの側面によって反射され、本発明の有機ＥＬパネルの正面方向
に出射される光の量は増し、本発明の有機ＥＬパネルの正面方向の輝度を向上させること
が可能となる。また、上記プリズムの高さが低いと、本発明の有機ＥＬパネルの厚みを薄
くすることができるため、タッチパネル等の表示装置に好適な有機ＥＬパネルにすること
ができる。
　具体的には、５μｍ～１００μｍの範囲内であることが好ましく、中でも１０μｍ～８
０μｍの範囲内であることが好ましく、特に２０μｍ～５０μｍの範囲内であることが好
ましい。
　本発明におけるプリズムの高さが上記範囲よりも大きいと、本発明の有機ＥＬパネルの
厚みが増す場合があり、一方、上記プリズムの高さが上記範囲よりも小さいと、発光部か
ら放射された光の一部を反射して本発明の有機ＥＬパネルの正面方向に出射することが困
難な場合がある。
　なお、ここでの高さとは、図３（ａ）～（ｄ）の高さＨを指すものである。
【００３３】
　本発明に用いられるプリズムの幅としては、発光部間にプリズムを配置することができ
る幅であれば特に限定されるものではなく、上記プリズムの側面の傾斜角度、高さ、材料
等に応じて適宜調整されるものである。
　なお、ここでの幅とは、図３（ａ）～（ｄ）の幅Ｗを指すものである。
【００３４】
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　本発明においては、各発光部の間に形成された複数個の上記プリズムは、上述した傾斜
角度や断面形状、高さや幅といった大きさがそれぞれ同一であってもよく、あるいは対応
する発光部毎に異なっていてもよい。
　本発明においては、上記複数個のプリズムの傾斜角度や断面形状、高さや幅といった大
きさが、対応する発光部毎にそれぞれ異なっていることが好ましい。各発光部が有する発
光色等に応じて上記プリズムの傾斜角度や断面形状、高さや幅といった大きさを変えるこ
とで、本発明の有機ＥＬパネルの正面方向の輝度を向上させるとともに、上記プリズムの
側面で反射させる光量を自由に調整することができる。これにより、本発明の有機ＥＬパ
ネルを表示装置に用いた際に、斜め方向から見たときの画面の色味が変化してしまうとい
った色ずれの発生を抑制し、良好な表示が可能な有機ＥＬパネルにすることが可能となる
。
【００３５】
　なお、ここでの「対応する発光部」について説明する。
　図１０（ａ）、（ｂ）は、本発明の有機ＥＬパネルの一例を示す概略断面図である。例
えば、図１０（ａ）、（ｂ）に示す本発明の有機ＥＬパネル１では、プリズム５１および
プリズム５２は発光部４ａに対応し、プリズム５２および５３は発光部４ｂに対応し、ま
たプリズム５３およびプリズム５４は発光部４ｃにそれぞれ対応していることになる。す
なわち、「対応する発光部」とは、一のプリズムに隣接して配置された発光部であって、
かつ上記一のプリズムの所定の傾斜角度で形成された側面で、上記発光部から放射した光
の一部を反射させ、本発明の有機ＥＬパネルの正面方向の輝度を向上させることができる
発光部を指す。
　また、図１０（ａ）、（ｂ）に示す本発明の有機ＥＬパネル１において、発光部４ａに
対応する傾斜角度は５１Ｒおよび５２Ｒであり、発光部４ｂに対応する傾斜角度は５２Ｇ
および５３Ｇであり、さらに発光部４ｃに対応する傾斜角度は５３Ｂおよび５４Ｂである
。
【００３６】
　従来、本発明の有機ＥＬパネルを表示装置に用いた際に、斜め方向から見たときの色味
が変化してしまうといった色ずれの発生が問題となっている。
　このような色ずれの発生を抑制する方法としては、発光部から放射される光のうち、有
機ＥＬパネルの正面方向に対して斜め方向に抜ける光の量を、各発光部が有する発光色毎
に調整する方法が挙げられる。
【００３７】
　図１０（ａ）、（ｂ）に示す有機ＥＬパネルは、有機ＥＬパネルを表示装置に用いた際
に、斜め方向から見たときの画面の色味が青色に見えるといった色ずれが発生したときに
適した本発明の有機ＥＬパネルの一例を示す概略断面図である。
　なお、図１０（ａ）、（ｂ）に示す本発明の有機ＥＬパネル１においては、発光部４ａ
が赤色発光部Ｒであり、発光部４ｂが緑色発光部Ｇであり、発光部４ｃが青色発光部Ｂで
ある。
【００３８】
　図１０（ａ）に示す本発明の有機ＥＬパネル１は、各プリズム５１、５２、５３、およ
び５４の高さを一定にした状態で、各プリズム５１、５２、５３、および５４の幅を調整
し、青色発光部Ｂに対応するプリズムの傾斜角度５３Ｂ、５４Ｂを、赤色発光部Ｒに対応
するプリズムの傾斜角度５１Ｒ、５２Ｒおよび緑色発光部Ｇに対応するプリズムの傾斜角
度５２Ｇ、５３Ｇよりも大きくなるように形成したものである。
　図１０（ａ）に示す有機ＥＬパネル１のように、対応する発光部に応じて各プリズムの
幅および傾斜角度を調整することにより、青色発光部Ｂから放射される光の広がりを示す
角度θＢを、赤色発光部Ｒから放射される光の広がりを示す角度θＲ、および緑色発光部
Ｇから放射される光の広がりを示す角度θＧよりも小さくすることができる。すなわち、
青色発光部Ｂから放射される光のうち、対応するプリズム５３およびプリズム５４の側面
にあたらずに、有機ＥＬパネルの正面方向に対して斜め方向に抜ける光の量を減らすこと
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ができる。
【００３９】
　また、図１０（ｂ）に示す本発明の有機ＥＬパネル１は、各プリズム５１、５２、５３
、および５４の幅を一定にした状態で、各プリズム５１、５２、５３、および５４の高さ
を調整し、青色発光部Ｂに対応するプリズムの傾斜角度５３Ｂ、５４Ｂを、赤色発光部Ｒ
に対応するプリズムの傾斜角度５１Ｒ、５２Ｒおよび緑色発光部Ｇに対応するプリズムの
傾斜角度５２Ｇ、５３Ｇよりも大きくなるように形成したものである。
　図１０（ｂ）に示す有機ＥＬパネル１のように、対応する発光部に応じて各プリズムの
高さおよび傾斜角度を調整することにより、青色発光部Ｂから放射される光の広がりを示
す角度θＢを、赤色発光部Ｒから放射される光の広がりを示す角度θＲ、および緑色発光
部Ｇから放射される光の広がりを示す角度θＧよりも小さくすることができる。すなわち
、青色発光部Ｂから放射される光のうち、対応するプリズム５３およびプリズム５４の側
面にあたらずに、有機ＥＬパネルの正面方向に対して斜め方向に抜ける光の量を減らすこ
とができる。
【００４０】
　上記図１０（ａ）および図１０（ｂ）に示す本発明の有機ＥＬパネル１のように、青色
発光部Ｂに対応するプリズム５３、プリズム５４の幅や高さといった大きさ、および上記
プリズム５３、５４の側面の傾斜角度５３Ｂ、５４Ｂを適宜調整することより、本発明の
有機ＥＬパネルを表示装置に用いた際に、斜め方向から見たときの色味が青色に見えてし
まうといった色ずれの発生を抑制し、良好な表示が可能な有機ＥＬパネルにすることが可
能となる。
　なお、図１０（ａ）に示す有機ＥＬパネル１では、各プリズムの高さを一定にし、また
図１０（ｂ）に示す有機ＥＬパネル１では、各プリズムの幅を一定にしたが、各プリズム
の高さ、幅、および側面の傾斜角度は、プリズム毎に異なるものであってもよく、特に限
定されない。
【００４１】
　上記のように、本発明においては、有機ＥＬパネルにおけるプリズムの傾斜角度や断面
形状、高さや幅といった大きさを適宜調整することで、本発明の有機ＥＬパネルを表示装
置に用いた際に、斜め方向から見たときの画面の色味が変化してしまうといった色ずれの
発生を抑制することができる。
　なお、図１０において説明していない符号については、図１と同様とすることができる
ため、ここでの説明は省略する。
【００４２】
　（２）位置
　本発明におけるプリズムは、発光部の間に配置されるものである。
　すなわち、本発明における上記プリズムを配置する位置としては、発光部の間であれば
特に限定されるものではなく、上記プリズムの傾斜角度や断面形状、高さや幅といった大
きさ等に応じて適宜調整されるものである。
　ここで、発光部の間にプリズムを配置するとは、各発光部にそれぞれ対応してプリズム
を配置することを指し、例えば、各発光部の間に個々に形成された上記プリズムを配置し
てもよく、また各発光部の間に連続して形成された上記プリズムを配置してもよい。
【００４３】
　図４（ａ）は、四角錐のプリズムが、複数の発光部の間に個々に配置された本発明の有
機ＥＬパネルの一例を示す概略斜視図であり、図４（ｂ）は、図４（ａ）の概略平面図で
ある。図５（ａ）は、三角プリズムが、複数の発光部の間に個々に配置された本発明の有
機ＥＬパネルの他の例を示す概略斜視図であり、図５（ｂ）は、図５（ａ）の概略平面図
である。
　本発明の有機ＥＬパネル１は、図４（ａ）、（ｂ）および図５（ａ）、（ｂ）に示すよ
うに、個々に形成された上記プリズム５が、各発光部４ａ、４ｂおよび４ｃの四方に配置
された配列であってもよい。
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　図４に示す本発明の有機ＥＬパネル１のように、各発光部４ａ、４ｂ、４ｃがモザイク
状に配列され、かつ１画素分ずらして配列されている場合には、上記プリズム５が、各発
光部４ａ、４ｂおよび４ｃの四方に配置された配列であることが好ましい。また、個々に
形成された上記プリズム５の形状が、図４（ａ）に示すような四角錐や、四角錐台である
ことが好ましい。
　また、図５に示す本発明の有機ＥＬパネル１のように、各発光部４ａ、４ｂ、４ｃがモ
ザイク状に配列されている場合には、上記プリズム５が、各発光部４ａ、４ｂおよび４ｃ
の四方に配置された配列であることが好ましい。また、個々に形成された上記プリズム５
が、図５（ａ）に示すような三角プリズムであることや、台形プリズムであることが好ま
しい。
　図４および図５に示す本発明の有機ＥＬパネル１ように、各発光部４ａ、４ｂおよび４
ｃの四方に上記プリズム５が配置された配列である場合、各発光部４ａ、４ｂおよび４ｃ
から放射された光の一部は、上記各発光部４ａ、４ｂおよび４ｃの四方に面した上記プリ
ズム５の側面にあたる。すなわち、図４および図５に示すように、上記プリズム５が各発
光部４ａ、４ｂおよび４ｃの四方に配置された場合には、上記プリズム５が、図４に示す
四角錐のプリズム５や図５に示す三角プリズムのように、各発光部４ａ、４ｂおよび４ｃ
の四方に面した側面が所定の傾斜角度で形成されていることにより、各発光部４ａ、４ｂ
および４ｃから放射された光の一部を効率的に反射させることができ、本発明の有機ＥＬ
パネル１の正面方向の輝度をより向上させることが可能となる。
【００４４】
　また、図６（ａ）は、四角錐のプリズムが、列をなして配置された複数の発光部の各列
の間に、列をなして配置された本発明の有機ＥＬパネルの一例を示す概略斜視図であり、
図６（ｂ）は、図６（ａ）の概略平面図である。
　本発明の有機ＥＬパネル１は、図６（ａ）および図６（ｂ）に示すように、個々に形成
された上記プリズム５が、列をなして配置された各発光部４ａ、４ｂおよび４ｃの各列の
間に、列をなして配置された配列であってもよい。
　なお、図７（ａ）は、図６における四角錐のプリズムを三角プリズムとした本発明の有
機ＥＬパネルを示す概略斜視図であり、図７（ｂ）は、図７（ａ）の概略平面図である。
　図６および図７に示す本発明の有機ＥＬパネル１ように、上記プリズム５が、各発光部
４ａ、４ｂおよび４ｃの各列の間に、列をなして配列された配列である場合には、個々に
形成された上記プリズム５が、図７（ａ）に示すような三角プリズムや、台形プリズムで
あることが好ましい。
　図６および図７に示す本発明の有機ＥＬパネル１のように、各発光部４ａ、４ｂおよび
４ｃの各列の間に、上記プリズム５が列をなして配置された配列である場合、各発光部４
ａ、４ｂおよび４ｃから放射された光の一部は、上記各発光部４ａ、４ｂおよび４ｃに面
した上記プリズム５の側面にあたる。すなわち、上記プリズム５が、図６および図７に示
すように、上記プリズム５が各発光部４ａ、４ｂおよび４ｃの二方に配置された場合には
、図７に示す三角プリズム５のように、各発光部４ａ、４ｂおよび４ｃに面した側面が所
定の傾斜角度で形成され、かつ各発光部４ａ、４ｂおよび４ｃに面した側面の面積が広い
ことにより、各発光部４ａ、４ｂおよび４ｃから放射された光の一部を効率的に反射させ
ることができ、本発明の有機ＥＬパネル１の正面方向の輝度をより向上させることが可能
となる。
【００４５】
　また、上記プリズムが連続して形成されている場合には、図８に示すように、連続して
形成された上記プリズム５が、列をなして配置された各発光部４ａ、４ｂおよび４ｃの各
列の間に配置されていてもよい。
　図１１（ａ）は、連続して形成された上記プリズムが、各発光部を囲うように配置され
た本発明の有機ＥＬパネルの一例を示す概略平面図であり、図１１（ｂ）は、図１１（ａ
）のＡ－Ａ線断面図である。本発明においては、図１１（ａ）および図１１（ｂ）に示す
ように、連続して形成された上記プリズム５が、各発光部４ａ、４ｂおよび４ｃをそれぞ
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れ囲うように配置されていてもよい。
　なお、本発明における上記プリズムの位置としては、上述したような規則的なものであ
ってもよく、あるいは、図示しないが不規則的なものであってもよい。
【００４６】
　また、上記プリズムと、上記プリズムに隣接して形成された発光部との間隔としては、
各発光部から放射された光の一部が所定の傾斜角度で形成された上記プリズムの側面によ
って反射し、本発明の有機ＥＬパネルの正面方向の輝度を向上させることができる程度で
あれば特に限定されるものではないが、例えば、２０μｍ以下であることが好ましく、中
でも１０μｍ以下であることが好ましく、特に５μｍ以下であることが好ましい。
　上記プリズムと、上記プリズムに隣接する発光部との間隔が上記範囲内であることによ
り、発光部から放射された光の一部を、所定の傾斜角度で形成された上記プリズムの側面
で反射し、本発明の有機ＥＬパネルの正面方向の輝度を向上させることができるからであ
る。
　なお、ここでの間隔とは、図２に示すＳを指す。
【００４７】
　（３）特性
　本発明におけるプリズムの特性としては、発光部から放射された光の一部が、所定の傾
斜角度を有する上記プリズムの側面によって反射し、本発明の有機ＥＬパネルの正面方向
の輝度を向上できるものであれば特に限定されるものではない。
　以下、本発明におけるプリズムの具体的な特性について説明する。
【００４８】
　（ｉ）表面粗さ
　本発明におけるプリズムの側面は平坦な面であることが好ましい。プリズムの側面で発
光部から放射された光が拡散反射されると、光損失が起こるおそれや、正面方向の輝度を
向上させることが困難になる場合があるが、プリズムの側面が平坦な面であれば発光部か
ら放射された光を均一に反射することができるからである。したがって、プリズムの側面
の表面粗さは小さいことが好ましい。
　本発明におけるプリズムの側面の表面粗さとしては、少なくとも所定の傾斜角度を有す
る上記プリズムの側面が、発光部から放射された光の一部を反射し、本発明の有機ＥＬパ
ネルの正面方向の輝度を向上できる程度であれば特に限定されるものではない。
　本発明に用いられる所定の傾斜角度を有する上記プリズムの側面の表面粗さとしては、
例えば、上記プリズムの側面の最大高さＲｍａｘが５００ｎｍ以下であることが好ましく
、中でも２００ｎｍ以下であることが好ましく、さらに１００ｎｍ以下であることが好ま
しい。
　本発明におけるプリズムの側面の最大高さＲｍａｘが上記範囲よりも大きい場合、上記
プリズムの側面によって光が拡散反射してしまい、光の損失が発生するおそれがあるから
である。また、光が拡散反射することにより、本発明の有機ＥＬパネルの正面方向に出射
される光に指向性がなくなり、上記有機ＥＬパネルの正面方向の輝度を効果的に向上する
ことが困難となるからである。
　なお、上記表面粗さの測定には株式会社ＵＬＶＡＣの触針式表面形状測定器Ｄｅｋｔａ
ｋを用いることができる。
【００４９】
　（ｉｉ）屈折率
　上記プリズムの屈折率としては、発光部から放射された光の一部が、所定の傾斜角度を
有する上記プリズムの側面によって反射し、本発明の有機ＥＬパネルの正面方向の輝度を
向上させることができる程度であれば特に限定されるものではなく、上記プリズムの屈折
率はプリズムの周囲の屈折率と異なればよく、周囲に比べて小さくてもよく大きくてもよ
い。
　ここでの周囲とは、例えば、本発明の有機ＥＬパネルが中空構造である場合には基板お
よび封止材の間に封入される空気等を指し、固体封止の場合には基板および封止材の間に
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充填される充填材を指す。
　本発明における上記プリズムと上記プリズムの周囲との屈折率差としては、例えば、０
．０５～１．０の範囲内であることが好ましく、中でも０．１～０．７の範囲内であるこ
とが好ましく、特に０．２５～０．５の範囲内であることが好ましい。
　また、プリズムの屈折率は、プリズムとその周囲との屈折率差が上記範囲内であればよ
いが、具体的には、１．４～２．０の範囲内であることが好ましく、中でも１．５～１．
８の範囲内であることが好ましく、特に１．６～１．７の範囲内であることが好ましい。
【００５０】
　（４）材料
　本発明におけるプリズムの材料としては、発光部から放射された光の一部に対して反射
によって光の進路方向を変化させる作用を及ぼし、本発明の有機ＥＬパネルの正面方向の
輝度を向上できるものであれば特に限定されるものではなく、上述した表面粗さ、および
その材料の屈折率等を考慮して適宜選択される。
【００５１】
　また、本発明に用いられるプリズムは、透明性を有するものであってもよく、あるいは
透明性を有さないものであってもよい。また、プリズムは、ダイクロイックプリズムのよ
うな特定の波長の光を反射し、その他の波長の光を透過するものや、特定の波長の光を透
過し、その他の波長の光を透過しないものであってもよい。
　本発明においては、上記プリズムが透明性を有する場合、発光部から放射された光の一
部に、隣接した上記プリズムの側面にあたって反射する光もあり、上記プリズム内へと入
射し、入射面と対向する面側から出射する光もある。
　一方、上記プリズムが透明性を有さず、遮光性を有する場合には、上記プリズム内へと
入射した光が、入射面と対向する面側から出射しないため、本発明の有機ＥＬパネルが、
発光色が異なる複数の発光部を有する場合に、一つのプリズムに異なる色調の光が入射し
たとしても、その光が入射面に対向する面側からそれぞれ出射され、各発光部が形成され
た領域において、異なる発光色の光が混ざり合うことを防ぐことができる。そのため、本
発明の有機ＥＬパネルのコントラストを良好なものにすることができる。上記プリズムが
透明性を有さず、遮光性を有する場合の上記プリズムの色調としては、例えば、黒色が挙
げられる。
【００５２】
　このようなプリズムの材料としては、本発明の有機ＥＬパネルの用途等に応じて適宜選
択されるものであり、例えば、有機材料、無機材料、有機－無機ハイブリッド材料等が挙
げられる。有機材料としては、例えば、一般的な樹脂材料を用いることができ、具体的に
は紫外線硬化性樹脂や電子線硬化性樹脂等の電離放射線硬化型樹脂、熱硬化型樹脂、熱可
塑性樹脂等を用いることができる。
【００５３】
　（５）製造方法
　本発明に用いられるプリズムは、後述する第１電極層上に形成されるものである。
　上記プリズムの製造方法としては、所望の形状および大きさにすることができれば特に
限定されるものではないが、例えば、階調マスクを用いたフォトリソグラフィー法や、紫
外線硬化樹脂を用いマイクロコンタクトプリント法等を挙げることができる。
【００５４】
　２．発光層
　本発明における発光層は、第１電極層上に形成され、複数の発光部が平面的に配列され
たものである。
　以下、発光部について説明する。
【００５５】
　上記発光部に用いられる材料としては、例えば、色素系材料、金属錯体系材料、高分子
系材料等の発光材料を挙げることができる。
【００５６】



(13) JP 2013-206565 A 2013.10.7

10

20

30

40

50

　色素系材料としては、例えば、シクロペンタジエン誘導体、テトラフェニルブタジエン
誘導体、トリフェニルアミン誘導体、アリールアミン誘導体、オキサジアゾール誘導体、
ピラゾロキノリン誘導体、ジスチリルベンゼン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ジス
チリルアリレーン誘導体、シロール誘導体、カルバゾール誘導体、アントラセン誘導体、
ジナフチルアントラセン誘導体、フェニルアントラセン誘導体、チオフェン環化合物、ピ
リジン環化合物、ペリノン誘導体、ペリレン誘導体、オリゴチオフェン誘導体、クマリン
誘導体、オキサジアゾールダイマー、ピラゾリンダイマー、フェナントロリン類などを挙
げることができる。また、これらにフルオレン基やスピロ基を導入した化合物も用いるこ
とができる。
　具体的に、トリフェニルアミン誘導体としては、Ｎ，Ｎ´－ビス－（３－メチルフェニ
ル）－Ｎ，Ｎ´－ビス－（フェニル）－ベンジジン（ＴＰＤ）、４，４，４－トリス（３
－メチルフェニルフェニルアミノ）トリフェニルアミン（ＭＴＤＡＴＡ）等が挙げられる
。アリールアミン誘導体としては、ビス（Ｎ－（１－ナフチル－Ｎ－フェニル）ベンジジ
ン）（α－ＮＰＤ）等が挙げられる。オキサジアゾール誘導体としては、（２－（４－ビ
フェニリル）－５－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール
）（ＰＢＤ）等が挙げられる。ジナフチルアントラセン誘導体としては、９，１０－ジ－
２－ナフチルアントラセン（ＤＮＡ）等が挙げられる。カルバゾール誘導体としては、４
，４－Ｎ，Ｎ´－ジカルバゾール－ビフェニル（ＣＢＰ）、１，４－ビス（２，２－ジフ
ェニルビニル）ベンゼン（ＤＰＶＢｉ）等が挙げられる。フェナントロリン類としては、
バソキュプロイン、バソフェナントロリン等が挙げられる。これらの材料は単独で用いて
もよく２種以上を併用してもよい。
【００５７】
　金属錯体系材料としては、例えば、中心金属に、Ａｌ、Ｚｎ、Ｂｅ、Ｉｒ、Ｐｔ等、ま
たはＴｂ、Ｅｕ、Ｄｙ等の希土類金属を有し、配位子にオキサジアゾール、チアジアゾー
ル、フェニルピリジン、フェニルベンゾイミダゾール、キノリン構造等を有する金属錯体
を挙げることができる。この金属錯体としては、アルミニウムキノリノール錯体、ベンゾ
キノリノールベリリウム錯体、ベンゾオキサゾール亜鉛錯体、ベンゾチアゾール亜鉛錯体
、アゾメチル亜鉛錯体、ポルフィリン亜鉛錯体、ユーロピウム錯体、イリジウム金属錯体
、プラチナ金属錯体等が挙げられる。
　具体的には、トリス（８－キノリノール）アルミニウム錯体（Ａｌｑ３）、ビス（２－
メチル－８－キノリラト）(ｐ－フェニルフェノラート)アルミニウム錯体（ＢＡｌｑ）、
トリ（ジベンゾイルメチル）フェナントロリンユーロピウム錯体、ビス（ベンゾキノリノ
ラト）ベリリウム錯体（Ｂｅｂｑ）等を挙げることができる。これらの材料は単独で用い
てもよく２種以上を併用してもよい。
【００５８】
　高分子系材料としては、例えば、ポリパラフェニレンビニレン誘導体、ポリチオフェン
誘導体、ポリパラフェニレン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリアセチレン誘導体、ポリビ
ニルカルバゾール、ポリフルオレノン誘導体、ポリフルオレン誘導体、ポリキノキサリン
誘導体、ポリジアルキルフルオレン誘導体、およびそれらの共重合体等を挙げることがで
きる。また、高分子系材料として、上記の色素系材料および金属錯体系材料を高分子化し
たものも用いることができる。
【００５９】
　また、発光層中には、発光効率の向上、発光波長を変化させる等の目的で、蛍光発光ま
たは燐光発光するドーパントが添加されていてもよい。このようなドーパントとしては、
例えば、ペリレン誘導体、クマリン誘導体、ルブレン誘導体、キナクリドン誘導体、スク
アリウム誘導体、ポルフィリン誘導体、スチリル色素、テトラセン誘導体、ピラゾリン誘
導体、デカシクレン、フェノキサゾン、キノキサリン誘導体、カルバゾール誘導体、フル
オレン誘導体等を挙げることができる。具体的には、１－ｔｅｒｔ－ブチル－ペリレン（
ＴＢＰ）、クマリン６、ナイルレッド、１，４－ビス（２，２－ジフェニルビニル）ベン
ゼン（ＤＰＶＢｉ）、１，１，４，４－テトラフェニル－１，３－ブタジエン（ＴＰＢ）
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等を挙げることができる。
【００６０】
　さらに、燐光系のドーパントとして、白金やイリジウムなどの重金属イオンを中心に有
し、燐光を示す有機金属錯体を使用することができる。具体的には、Ｉｒ（ｐｐｙ）3、
（ｐｐｙ）2Ｉｒ（ａｃａｃ）、Ｉｒ（ＢＱ）3、（ＢＱ）2Ｉｒ（ａｃａｃ）、Ｉｒ（Ｔ
ＨＰ）3、（ＴＨＰ）2Ｉｒ（ａｃａｃ）、Ｉｒ（ＢＯ）3、（ＢＯ）2（ａｃａｃ）、Ｉｒ
（ＢＴ）3、（ＢＴ）2Ｉｒ（ａｃａｃ）、Ｉｒ（ＢＴＰ）3、（ＢＴＰ）2Ｉｒ（ａｃａｃ
）、ＦＩｒ６、ＰｔＯＥＰ等を用いることができる。
【００６１】
　ここで、発光層は、電子と正孔との再結合の場を提供して発光する機能を有するもので
ある。発光層としては、青色、緑色、黄色、橙色、赤色等の単色発光するものであっても
よく、複数色の混色により白色発光するものであってもよく、三原色の発光パターンが配
列されたものであってもよい。白色発光は、複数の発光体からの発光の重ねあわせにより
得ることができる。白色発光する発光層は、例えば、所定のピーク波長を有する２種類の
発光体の２色発光の重ねあわせにより白色発光を得るものであってもよく、所定のピーク
波長を有する３種類の発光体の３色発光の重ねあわせにより白色発光を得るものであって
もよい。
【００６２】
　発光部の厚みとしては、電子と正孔との再結合の場を提供して発光する機能を発現する
ことができる厚みであれば特に限定されるものではなく、例えば１ｎｍ～５００ｎｍ程度
にすることができる。
【００６３】
　発光部の配置については、複数の上記発光部が平面的に配列されていれば、特に限定さ
れるものではない。
　ここでの「平面的に配列」とは、同一基板上であって、本発明の有機ＥＬパネルの長さ
方向に配列することをいう。本発明において、上記発光部が形成される「同一基板上」と
は、例えば、後述する第１電極層上を指す。
【００６４】
　発光部の形成方法としては、一般的な発光部の形成方法を採用することができ、塗布法
および蒸着法のいずれも用いることができる。塗布法としては、例えば、インクジェット
法、スピンコート法、キャスティング法、ディッピング法、バーコート法、ブレードコー
ト法、ロールコート法、スプレーコート法、グラビアコート法、フレキソ印刷法、グラビ
ア印刷法、スクリーン印刷法等が挙げられる。蒸着法としては、物理的気相成長法（ＰＶ
Ｄ法）を用いることができ、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法等を挙げることがで
きる。
　塗布法により発光部を形成する場合には、蒸着法のように高価な真空設備が必要なく、
コスト面で有利である。
【００６５】
　３．第１電極層
　本発明における第１電極層は、基板上に形成されるものである。
　第１電極層は、光透過性を有していてもよく有さなくてもよいが、本発明においては第
２電極層側から光を取り出すため、通常は光透過性を有さないものとされる。
【００６６】
　第１電極層は陽極および陰極のいずれであってもよい。
【００６７】
　陽極は、抵抗が小さいことが好ましく、一般的には導電性材料である金属材料が用いら
れるが、有機化合物または無機化合物を用いてもよい。
　陽極には、正孔が注入しやすいように仕事関数の大きい導電性材料を用いることが好ま
しい。例えば、Ａｕ、Ｔａ、Ｗ、Ｐｔ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｍｏ、アルカリ金属、
アルカリ土類金属等の金属；これらの金属の酸化物；ＡｌＬｉ、ＡｌＣａ、ＡｌＭｇ等の
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Ａｌ合金、ＭｇＡｇ等のＭｇ合金、Ｎｉ合金、Ｃｒ合金、アルカリ金属の合金、アルカリ
土類金属の合金等の合金；酸化インジウム錫（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）
、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、酸化インジウム等の無機酸化物；金属ドープされたポリチオフェ
ン、ポリアニリン、ポリアセチレン、ポリアルキルチオフェン誘導体、ポリシラン誘導体
等の導電性高分子；α－Ｓｉ、α－ＳｉＣ；等が挙げられる。これらの導電性材料は、単
独で用いても、２種類以上を組み合わせて用いてもよい。２種類以上を用いる場合には、
各材料からなる層を積層してもよい。
【００６８】
　陰極は、抵抗が小さいことが好ましく、一般的には導電性材料である金属材料が用いら
れるが、有機化合物または無機化合物を用いてもよい。
　陰極には、電子が注入しやすいように仕事関数の小さい導電性材料を用いることが好ま
しい。例えば、ＭｇＡｇ等のマグネシウム合金、ＡｌＬｉ、ＡｌＣａ、ＡｌＭｇ等のアル
ミニウム合金、Ｌｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｓｒ、Ｃａ等のアルカリ金属類およびアルカリ土類金
属類の合金等が挙げられる。
【００６９】
　第１電極層の材料の成膜方法としては、一般的な電極の形成方法を適用することができ
、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、ＥＢ蒸着法、イオンプレーティング法等のＰ
ＶＤ法、またはＣＶＤ法等を挙げることができる。また、第１電極層として金属箔を用い
ることも可能である。
　第１電極層をパターン状に形成する場合には、例えば、メタルマスクを用いた蒸着法、
フォトリソグラフィー法等が挙げられる。
【００７０】
　４．第２電極層
　第２電極層は、光透過性を有しており、本発明の有機ＥＬパネルでは第２電極層側から
光が取り出される。
【００７１】
　第２電極層は陽極および陰極のいずれであってもよい。
　なお、陽極および陰極については、上記第１電極層の項に記載したものと同様であるの
で、ここでの説明は省略する。
【００７２】
　第２電極層の形成方法としては、所定のパターン状に形成可能な方法であれば特に限定
されるものではなく、例えば、メタルマスクを用いた蒸着法等が挙げられる。
　第２電極層の材料の成膜方法としては、一般的な電極の形成方法を適用することができ
、例えば、真空蒸着法、スパッタリング法、ＥＢ蒸着法、イオンプレーティング法等のＰ
ＶＤ法、またはＣＶＤ法等を挙げることができる。
【００７３】
　５．基板
　本発明における基板は、第１電極層、発光層、プリズムおよび第２電極層を支持するも
のである。
【００７４】
　基板は、光透過性を有していてもよく有さなくてもよい。
　基板が光透過性を有している場合には、例えば、ソーダ石灰ガラス、アルカリガラス、
鉛アルカリガラス、ホウケイ酸ガラス、アルミノケイ酸ガラス、シリカガラス等のガラス
基板や、フィルム状に成形が可能な樹脂基板等を用いることができる。
　樹脂基板に用いられる樹脂としては、耐溶剤性および耐熱性の比較的高いものであるこ
とが好ましい。具体的には、フッ素系樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビ
ニル、ポリフッ化ビニル、ポリスチレン、ＡＢＳ樹脂、ポリアミド、ポリアセタール、ポ
リエステル、ポリカーボネート、変性ポリフェニレンエーテル、ポリスルホン、ポリアリ
レート、ポリエーテルイミド、ポリエーテルサルフォン、ポリアミドイミド、ポリイミド
、ポリフェニレンスルフィド、液晶性ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート、ポリ
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ブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリミクロイキシレンジメチレン
テレフタレート、ポリオキシメチレン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルエーテルケ
トン、ポリアクリレート、アクリロニトリル-スチレン樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂
、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂、ポリウレタン、シリコーン樹
脂、非晶質ポリオレフィン等が挙げられる。また、これらの共重合体を用いることもでき
る。さらに必要に応じて、水分や酸素等のガスを遮断するガスバリア性を有する基板を用
いてもよい。
【００７５】
　基板の厚みとしては、基板の材料および有機ＥＬパネルの用途により適宜選択される。
具体的には、基板の厚みは、０．００５ｍｍ～５ｍｍ程度である。
【００７６】
　６．その他
　本発明の有機ＥＬパネルには、上述した構成部材の他にも、必要に応じて後述する構成
部材を有していてもよい。例えば、封止材、正孔注入輸送層、電子注入輸送層等を有して
いてもよい。
　以下、封止材、正孔注入輸送層、電子注入輸送層について説明する。
【００７７】
　（１）封止材
　本発明においては、上記第２電極層上に封止材が形成されていてもよい。
　封止材としては、本発明の有機ＥＬパネルにおける光の出射面側に形成されるため、透
明性を有する基板である。
　なお、封止材として用いることができる透明性を有する基板についての詳しい説明は、
「５．基板」の項に記載したものと同様とすることができるため、ここでの記載は省略す
る。
【００７８】
　本発明においては、上記第２電極層と封止材との間の空間が、空気や不活性ガスで充填
されるか真空とされた中空封止の有機ＥＬパネルであってもよく、あるいは上記第２電極
層と封止材との間の空間が、樹脂等の充填材で満たされた固体封止の有機ＥＬパネルであ
ってもよい。
【００７９】
　中空封止の有機ＥＬパネルである場合に、上記第２電極層と封止材との間の空間に充填
される不活性ガスとしては、有機ＥＬパネルに用いられる一般的なものであれば特に限定
されるものではなく、例えば、窒素ガス、ヘリウムガス、アルゴンガスが挙げられる。な
お、上記第２電極層と封止材との間の空間は、真空であってもよい。
【００８０】
　固体封止の有機ＥＬパネルである場合に、上記第２電極層と封止材との間の空間に充填
される充填材としては、有機ＥＬパネルにおける上記第２電極層と封止材との間の空間に
充填する材料として一般的に用いられるものであれば特に限定されるものではなく、例え
ば、感光性ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂およびアクリル系樹脂等の光硬化型樹脂または
熱硬化型樹脂、および無機材料等を挙げることができる。
【００８１】
　（２）正孔注入輸送層
　本発明においては、発光層と陽極との間に正孔注入輸送層が形成されていてもよい。
　正孔注入輸送層は、正孔注入機能を有する正孔注入層であってもよく、正孔輸送機能を
有する正孔輸送層であってもよく、正孔注入層および正孔輸送層が積層されたものであっ
てもよく、正孔注入機能および正孔輸送機能の両機能を有するものであってもよい。
【００８２】
　正孔注入輸送層に用いられる材料としては、発光層への正孔の注入、輸送を安定化させ
ることができる材料であれば特に限定されるものではなく、上記発光層の発光材料に例示
した化合物の他、フェニルアミン系、スターバースト型アミン系、フタロシアニン系、酸
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化バナジウム、酸化モリブデン、酸化ルテニウム、酸化アルミニウム、酸化チタン等の酸
化物、アモルファスカーボン、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリフェニレンビニレン
およびそれらの誘導体等の導電性高分子等を用いることができる。具体的には、ビス（Ｎ
－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニル）ベンジジン（α－ＮＰＤ）、４，４，４－トリス（
３－メチルフェニルフェニルアミノ）トリフェニルアミン（ＭＴＤＡＴＡ）、ポリ３，４
エチレンジオキシチオフェン－ポリスチレンスルホン酸（ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳ）、ポリビ
ニルカルバゾール等が挙げられる。
【００８３】
　正孔注入輸送層の厚みとしては、正孔注入機能や正孔輸送機能が十分に発揮される厚み
であれば特に限定されないが、具体的には０．５ｎｍ～１０００ｎｍの範囲内、中でも１
０ｎｍ～５００ｎｍの範囲内であることが好ましい。
【００８４】
　正孔注入輸送層の形成方法としては、上述の材料等を溶媒に溶解もしくは分散させた正
孔注入輸送層形成用塗工液を塗布するウェットプロセスであってもよく、真空蒸着法等の
ドライプロセスであってもよく、材料の種類等に応じて適宜選択される。
【００８５】
　（３）電子注入輸送層
　本発明においては、発光層と陰極との間に電子注入輸送層が形成されていてもよい。
　電子注入輸送層は、電子注入機能を有する電子注入層であってもよく、電子輸送機能を
有する電子輸送層であってもよく、電子注入層および電子輸送層が積層されたものであっ
てもよく、電子注入機能および電子輸送機能の両機能を有するものであってもよい。
【００８６】
　電子注入層に用いられる材料としては、発光層への電子の注入を安定化させることがで
きる材料であれば特に限定されるものではなく、上記発光層の発光材料に例示した化合物
の他、アルミリチウム合金、ストロンチウム、カルシウム、リチウム、セシウム、フッ化
リチウム、フッ化マグネシウム、フッ化ストロンチウム、フッ化カルシウム、フッ化バリ
ウム、フッ化セシウム、酸化マグネシウム、酸化ストロンチウム、ポリスチレンスルホン
酸ナトリウム等のアルカリ金属およびアルカリ土類金属の金属、合金、化合物、有機錯体
等を用いることができる。
【００８７】
　また、電子輸送性の有機材料にアルカリ金属またはアルカリ土類金属をドープした金属
ドープ層を形成し、これを電子注入層にすることもできる。電子輸送性の有機材料として
は、例えば、バソキュプロイン、バソフェナントロリン、フェナントロリン誘導体等を挙
げることができ、ドープする金属としては、Ｌｉ、Ｃｓ、Ｂａ、Ｓｒ等が挙げられる。
【００８８】
　電子輸送層に用いられる材料としては、陰極から注入された電子を発光層へ輸送するこ
とが可能な材料であれば特に限定されるものではなく、例えば、バソキュプロイン、バソ
フェナントロリン、フェナントロリン誘導体、トリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘
導体、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム錯体（Ａｌｑ３）の誘導体等を挙げるこ
とができる。
【００８９】
　電子注入輸送層の厚みとしては、電子注入機能や電子輸送機能が十分に発揮される厚み
であれば特に限定されない。
【００９０】
　電子注入輸送層の形成方法としては、上述の材料等を溶媒に溶解もしくは分散させた電
子注入輸送層形成用塗工液を塗布するウェットプロセスであってもよく、真空蒸着法等の
ドライプロセスであってもよく、材料の種類等に応じて適宜選択される。
【００９１】
　７．有機ＥＬパネルの製造方法
　本発明に有機ＥＬパネルの製造においては、基板上に第１電極層を形成した後、階調マ
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スクを用いたフォトリソグラフィー法により上記プリズムを形成し、その後、発光層およ
び第２電極層を順次形成することが好ましい。
　なお、各部材の詳しい製造方法については、「１．プリズム」から「５．基板」までの
各項に記載したものと同様であるため、ここでの記載は省略する。
【００９２】
　８．用途
　本発明の有機ＥＬパネルは、表示装置、照明装置等として用いることができる。中でも
、本発明の有機ＥＬパネルは、色ずれを防止できるといった観点から、表示装置に好適に
用いることができる。表示装置は、パッシブマトリクス駆動であってもよくアクティブマ
トリクス駆動であってもよい。
　また本発明においては、有機ＥＬパネルを薄くすることができるので、薄型が要望され
る用途、例えばテレビ、スマートフォン等の携帯電話に好適である。
　さらに本発明においては、発光部の間にプリズムが配置されている、すなわち有機ＥＬ
パネル内にプリズムが配置されているので、有機ＥＬパネルの最表面を平坦な面にするこ
とができ、タッチパネルを容易に装着することもできる。
【００９３】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。上記実施形態は、例示であ
り、本発明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、同様
な作用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【実施例】
【００９４】
　以下に実施例を示し、本発明をさらに詳細に説明する。
【００９５】
　［実施例］
（第１電極層の形成）
　まず、ガラス基板上に、ＩＴＯの薄膜を膜厚１５０ｎｍとなるように、スパッタリング
法により成膜して、陽極として第１電極層を形成した。
【００９６】
（プリズムの形成）
　第１電極層上に、屈折率１．４９のアクリル系樹脂を使用し、高さが５０μｍであり、
プリズムの側面の傾斜角度が７５°の三角プリズムを、階調マスクを用いたフォトリソグ
ラフィー法によって形成した。
【００９７】
（正孔注入輸送層の形成）
　上記プリズムと隣接するように、第１電極層上にＮ，Ｎ’－ｄｉ（１－ｎａｐｈｔｈｙ
ｌ）－Ｎ，Ｎ’－ｄｉｐｈｅｎｙｌ－（１，１’－ｂｉｐｈｅｎｙｌ）－４，４’－ｄｉ
ａｍｉｎｅ（α－ＮＰＤ）を膜厚４０ｎｍとなるように、圧力：５×１０-5Ｐａの真空中
にて、抵抗加熱蒸着法により蒸着して成膜し、正孔注入輸送層を形成した。
【００９８】
（発光層の形成）
　上記正孔注入輸送層上に、電子輸送層の機能を兼ね備えた発光層として、ｔｒｉｓ（８
－ｑｕｉｎｏｌｉｎｏｌａｔｏ）ａｌｕｍｉｎｕｍ（Ａｌｑ３）を膜厚６０ｎｍとなるよ
うに、圧力：５×１０-5Ｐａの真空中にて、抵抗加熱蒸着法により蒸着して成膜し、発光
層を形成した。
【００９９】
（第２電極層の形成）
　次いで、上記発光層上に、ＭｇＡｇを膜厚２０ｎｍとなるように形成し、陰極である第
２電極層とした。
【０１００】
　［比較例］
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　プリズムを用いないこと以外は、実施例と同様にして有機ＥＬパネルを作製した。
【０１０１】
　［評価］
　まず、プリズムを用いない比較例の有機ＥＬパネルに、約４．５Ｖの電圧を印加し、発
光させた状態で有機ＥＬパネルの正面方向の輝度の測定を行った。有機ＥＬパネルの正面
方向の輝度の測定には、トプコン製輝度計ＢＭ－９を用いた。
　次に、プリズムを用いた実施例の有機ＥＬパネルについて、シミュレーションにより、
有機ＥＬパネルの正面方向の輝度を評価した。シミュレーションでは、プリズムの反射率
を６０％とした。
　なお、実施例のシミュレーションにおける反射率は、プリズムへの入射角が４５°とな
る光をあてたときの反射率である。
【０１０２】
　その結果、プリズムを用いない比較例の有機ＥＬパネルの正面方向の輝度を１としたと
きの、実施例の有機ＥＬパネルの正面方向の輝度は、１．７８であり、プリズムを用いた
実施例の有機ＥＬパネルでは、比較例の有機ＥＬパネルと比較して正面方向の輝度が向上
した。
【符号の説明】
【０１０３】
　１　　…　有機エレクトロルミネッセンスパネル
　２　　…　基板
　３　　…　第１電極層
　４ａ、４ｂ、４ｃ　…　発光部
　４　　…　発光層
　５、５１、５２、５３、５４…　プリズム
　６　　…　第２電極層
　７　　…　封止材
　θ、θ１、θ２…　傾斜角度
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摘要(译)

解决的问题：提供一种有机电致发光面板，该电致发光面板能够在抑制
视角变窄的同时提高正面方向的亮度并减小厚度，并进一步抑制色偏的
发生。 主要目的是提供。 本发明提供一种基板，形成在该基板上的第一
电极层，形成在该第一电极层上并且具有布置在一个平面中的多个发光
单元的发光层。 一种有机电致发光面板，其具有设置在发光部分之间的
棱镜和形成在发光层上的第二电极层，其中在棱镜的侧面与第一电极层
的表面之间形成倾斜。 通过提供特征在于小于90°的角度的有机电致发光
面板来解决上述问题。 [选型图]图1
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